
平成 ２１年 ３月 ３１日

平成 ２１年度 ～ 平成 ２３年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率 98.4％ 98.8％ 99.7％ 99.1％ 100.0％

職員給与費比率（医業） 53.3％ 51.7％ 51.7％ 52.1％ 51.0％

病床利用率 82.0％ 83.1％ 84.1％ 83.3％ 82.4％

医業収支比率 98.2％ 98.9％ 99.6％ 99.1％ 100.0％

職員給与費比率（診療） 66.9％ 64.4％ 63.3％ 63.8％ 62.6％

減価償却前収支 108百万円 149百万円 158百万円 143百万円 168百万円

資金収支 85百万円 ▲129百万円 29百万円 82百万円 106百万円

上記目標数値設定の考え方

　 経常収支比率及び医業収支比率１００％以上の目標を設定し，収益確保のために病
床利用率を維持していく。
　 さらに，地域がん診療連携拠点病院として導入した最新の医療機器による高度 ・専
門医療を推進するとともに，地域医療支援病院の称号承認を受けることやリハビリ体制
を充実させること等によって収益向上を図っていく。
　 費用面では，医業収益及び診療収益に占める職員給与費比率を設定し，人件費増
高の抑制を図る。
　 また，「県立病院事業改革基本方針」 の経営面の目標である減価償却前収支の黒字
と資金収支の均衡を追加し，経常収支黒字化の目標年度を２３年度とする。

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

 　地域の中核的医療機関として，保健 ・医療 ・福祉施設等との連携を図りながら，急性
期疾患に対応する医療をはじめ，高度 ・専門医療や二次救急医療を提供する。
 　また，地域に不足する医療を提供するとともに，地域医療支援病院の承認を受けて
中核的医療機関としての機能充実を図る。
 　さらに，地域がん診療連携拠点病院として，質の高いがん診療を提供する。
　 なお，結核診療については，県西部地域において唯一結核病床を有する医療機関で
あることから，引き続き，診療圏域を超えた患者の受入れや排菌のある人工透析患者
への対応を行っていく。

県立病院局に記載のとおり

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

公立病院として今後果たすべき役
割

一般会計における経費負担の考
え方

病 院 名

所 在 地

病 床 数

診療科目

公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名

プ　ラ　ン　の　名　称

策　　　　定　　　　日

(別紙４）

鹿児島県　県立病院局

 　鹿児島県　県立病院改革プラン（薩南病院）

財務に係る数値目標（主なも
の）

 　鹿児島県　県立薩南病院

 　鹿児島県南さつま市加世田高橋１９６８番地４

 　１７５床（運用病床数１５５床）

 　内科，消化器科，循環器科，小児科（休診中），外科，整形外科，放射線科
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団体名
（病院名）

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

紹介率 35.0％ 40.0％ 50.0％ 70.0％ 80.0％

逆紹介率 55.0％ 60.0％ 60.0％ 60.0％ 60.0％

１日平均入院患者数 127.1人 128.9人 130.4人 129.1人 127.8人

１日平均外来患者数 218.2人 209.8人 216.3人 214.1人 212.0人

救急患者取扱件数 3,053件 3,000件 3,000件 3,000件 3,000件

へき地医療支援医師派遣日数 － 10日 10日 10日 10日

糖尿病特殊外来患者数 449人 510人 510人 510人 510人

肝臓病特殊外来患者数 254人 260人 260人 260人 260人

緩和ケア外来患者数 56人 60人 100人 110人 120人

皮膚排泄ケア認定看護取扱患者数 1,478人 1,600人 1,600人 1,600人 1,600人

緩和ケア認定看護取扱患者数 － 720人 720人 720人 720人

透析認定看護取扱患者数 － 1,200人 1,200人 1,200人 1,200人

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 １７年度 93.1％ 1８年度 85.1％ １９年度 82.0％

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築計
画の状況等

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

そ
の
他
の
特
記
事
項

各年度の収支計画

　未収金対策の強化
　　 ①新たな未収金の発生防止
　　 ②文書督促 ・訪問による過年度未収金の徴収強化
　　 ③悪質な未納者に対する法的措置の実施

 　地域の人口構造などからみて増加すると考えられる呼吸器等の内科系疾患患者へ
の診療提供体制を確保するため，減床は行わずに現状を維持していく。

県立病院局に記載のとおり

　 現状の事業規模を維持しながら，診療内容の見直しを進め，呼吸器内科 ・放射線治
療科を設置する。

　①薬品の一括購入
　②診療材料の規格統一化及び定数管理の徹底による不良在庫の圧縮
　③検査機器等の保守点検契約の見直し
　④委託業務の範囲拡大

　①医師にとって魅力となる研修環境の充実を図ること等による医師の確保
　②地域連携機能の充実 ・強化による患者数の維持
　③医局と経営課との情報共有による診療報酬請求漏れ防止対策の徹底
　④算定可能な加算等の確保や地域医療支援病院の称号承認による収益向上

　鹿児島県　県立病院局
（県立薩南病院）
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団体名
（病院名）

経営形態の現況

点検・評価・公表等の体制

点検・評価の時期

経営形態見直し計画の概要

その他特記事項

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

都道府県医療計画等における
今後の方向性

（該当箇所に

（該当箇所に

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

経営形態の見直し（検討）の方向
性

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
係
る
計
画

討中の場合は複数可）

点
検
・
評
価
・
公
表
等

　二次医療圏内で本院の南東５０キロに公立病院が３院ある。
　二次医療圏内人口１４万人に対して公立病院が３院ある。
　　（南さつま市立坊津病院，枕崎市立病院，(独)国立病院機構指宿病院）

県立病院局に記載のとおり

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

＜時　期＞

県立病院局に記載のとおり

＜内　容＞

県立病院局に記載のとおり

　鹿児島県　県立病院局
（県立薩南病院）

なし

県立病院局に記載のとおり

毎年８月頃

＜時　期＞

県立病院局に記載のとおり

＜内　容＞

県立病院局に記載のとおり

公営企業法財務適用

指定管理者制度

CheckBox2

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

を記入、検

を記入）
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(別紙） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 2,664 2,543 2,576 2,616 2,597 2,584

(1) 2,160 2,027 2,070 2,139 2,120 2,107

(2) 504 516 506 477 477 477

472 487 480 450 450 450

２. 33 28 19 14 14 14

(1) 20 15 12 7 7 7

(2) 4 4 2 3 3 3

(3) 9 9 5 4 4 4

(A) 2,697 2,571 2,595 2,630 2,611 2,598

１. ｂ 2,677 2,589 2,604 2,626 2,621 2,584

(1) ｃ 1,383 1,356 1,333 1,353 1,353 1,319

(2) 625 550 556 566 562 559

(3) 319 337 324 331 331 331

(4) 138 136 180 167 167 167

(5) 212 210 211 209 208 208

２. 32 23 23 13 13 13

(1) 29 20 20 11 11 11

(2) 3 3 3 2 2 2

(B) 2,709 2,612 2,627 2,639 2,634 2,597

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 12 ▲ 41 ▲ 32 ▲ 9 ▲ 23 1

１. (D) 12

２. (E)

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 0 12 0 0 0 0

▲ 12 ▲ 29 ▲ 32 ▲ 9 ▲ 23 1

126 108 149 158 143 168

(G) ▲ 1,287 ▲ 1,324 ▲ 1,356 ▲ 1,365 ▲ 1,388 ▲ 1,387

(ｱ) 200 199 199 199 199 199

(ｲ) 92 105 105 105 105 105

　

(ｳ)

0 0 0 0 0 0

（※） 0 0 0 0 0 0
(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
(c)
（a）

(H)
ａ

（※）N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。
　　○「N年度　単年度資金不足額」＝（「N年度の不良債務額」－「N－１年度の不良債務額」）
　　・不良債務額が負の数となる場合（不良債務が発生しない場合）においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

減 価 償 却 前 収 支 e (C)＋(F)＋d

85.1 82.0 83.1 84.1

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100.0

52.1 51.051.9 53.3 51.7 51.7

99.5 98.2 98.9 99.6

0.0 0.0

99.6 98.4 98.8

0.0 0.0 0.0 0.0

99.7

　鹿児島県　県立病院局
（県立薩南病院）

23年度

82.4

0.0

100.0

地方財政法施行令第19条第１項
により算定した資金の不足額 (H)

単 年 度 資 金 不 足 額

医 業 収 支 比 率

職員給与費対医業収益比率 ×100

×100

経 常 収 支 比 率 ×100

不 良 債 務 比 率 ×100

差引
不 良 債 務

(ｵ)
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

又 は 未 発 行 の 額

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不
 
良
 
債
 
務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当年度同意等債で未借入
(ｴ)

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

収
 
 
 
 
 
 
 
 
入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

22年度21年度

医 業 外 収 益

他会計負担金・補助金

国 ( 県 ) 補 助 金

18年度(実績) 19年度（実績） 20年度（見込）

99.1

99.1

　　例）「22年度単年度資金不足額▲30百万円」＝（「22年度不良債務額▲20百万円」－「21年度不良債務額10百万円」）

病 床 利 用 率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の
資金不足比率

0.0

地方財政法上の資金不足の割合 ×100

83.3
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団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 7 265 45 39 39 39

２. 151 145 96 64 64 64

３.

４.

５.

６. 140

７.

(a) 158 410 281 103 103 103

(c)

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 158 410 281 103 103 103

１. 66 172 360 69 69 69

２. 185 177 125 96 96 96

３. 83 83 74 67

４.

(B) 334 432 559 232 165 165

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 176 22 278 129 62 62

▲ 50 85 ▲ 129 29 82 106

１. 165 14 260 125.5 58.5 58.5

２.

３. 8

４. 3 8 18 3.5 3.5 3.5

(D) 176 22 278 129 62 62

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

491,444 502,002 491,658 457,252 457,252 457,252

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

151,047 145,430 95,894 64,144 64,144 64,144

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

642,491 647,432 587,552 521,396 521,396 521,396

（注）
1
2

(b)

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

収 入 計

　鹿児島県　県立病院局
（県立薩南病院）

22年度18年度(実績) 19年度（実績）

合　　　計

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。
　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる
繰入金以外の繰入金をいうものであること。

23年度

資 金 収 支 e－（C）

20年度（見込） 21年度

又 は 未 発 行 の 額
実 質 財 源 不 足 額

(F)

補
て
ん
財
源

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。

23年度

(単位：千円）

そ の 他

計

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他会計 長期 借入 金返 還金

そ の 他

支 出 計

収
　
　
　
　
　
　
入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

支 出 の 財 源 充 当 額

前年度許可債で当年度借入分

うち翌年度へ繰り越される

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

18年度(実績) 19年度（実績） 21年度 22年度20年度（見込）
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平成 ２１年 ３月 ３１日

平成 ２１年度 ～ 平成 ２３年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率 99.9％ 96.3％ 100.2％ 101.9％ 102.6％

職員給与費比率（医業） 53.6％ 54.7％ 53.5％ 52.9％ 52.4％

病床利用率 88.1％ 91.3％ 93.7％ 94.6％ 94.4％

減価償却前収支 1,200百万円 508百万円 1,038百万円 1,297百万円 1,385百万円

資金収支 489百万円 ▲ 366百万円 167百万円 861百万円 950百万円

上記目標数値設定の考え方

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)
（注）詳細は別紙添付

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

病 院 名

所 在 地

病 床 数

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主なも
の）

診療科目

公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名

プ　ラ　ン　の　名　称

策　　　　定　　　　日

(別紙４）

各病院による

　本県の県立病院では，平成17年９月に策定した「県立病院事業改革基本方針」に基づ
き，平成18年度から地方公営企業法の「全部適用」を導入して，県立病院事業改革に取り
組んでいるところである。
　県立病院事業改革基本方針の目標では，県立病院は県民の医療ニーズに対応し，高
度・良質な医療を提供することを基本とし，地域の中核的医療機関として，他の医療機関と
の適切な役割分担を図りながら，一般医療のほか公的医療機関でなければ対応すること
が困難な政策医療や高度・専門医療等の提供に努めることとしている。
　こうした基本的な役割と併せ，現在の深刻な医師不足の状況の中で，県立病院の設置さ
れている地域の特性，例えば高齢化の進む地域事情等を踏まえ，がんの専門的な医療や
呼吸器疾患など，地域に不足する医療の提供を視野に入れながら，今後の県立病院とし
ての役割を考える必要がある。
　今後とも，医療体制の充実が図られるよう引き続き医師の確保に全力で取り組み，医療
環境の変化に対応しながら，高度・良質な医療の提供を行っていきたい。

○　繰出金については，繰出金基準に関する総務省通知の考え方に基づいて基準の範囲
　内で一般会計の負担としている。
１　建設改良分
　　総務省通知により，１／２（平成15年度以降分）又は２／３（平成14年度以前分）を一般
　会計で負担。
２　不採算医療提供分
　　総務省通知の考え方に沿って，項目ごとに地方財政計画単価を用いて算定することを
　基本とし，各病院の機能や医療内容等に応じて一般会計で負担。

鹿児島県　県立病院局

鹿児島県　県立病院改革プラン

各病院による

同上

同上

同上

1



団体名
（病院名）

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

各病院による

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 １７年度 91.2％ 1８年度 89.5％ １９年度 88.1％

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築計
画の状況等

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

そ
の
他
の
特
記
事
項

各年度の収支計画

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

　平成１８年度から地方公営企業法の全部適用を開始しているところであり，民間委託に
ついても各部門の業務量と配置人員を常に検証し，退職給与金などの後年度負担も含め
た費用対効果や患者サービスの確保に十分留意しながら，外部委託等で対応可能な業務
については，委託化を推進しているところである。

各病院による

同上

鹿児島県　県立病院局

同上

同上

　各病院の記載による他，平成23年度から５県立病院それぞれでオーダリングシステムを
運用できるよう，導入環境の整備を図る。

2



団体名
（病院名）

経営形態の現況

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
係
る
計
画

討中の場合は複数可）

点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制

点検・評価の時期

経営形態見直し計画の概要

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

都道府県医療計画等における
今後の方向性

（該当箇所に

（該当箇所に

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

経営形態の見直し（検討）の方向
性

その他特記事項

　 県立病院の再編・ネットワーク化は考えていないが，県の考え方を示すため，保健医療
福祉課・市町村課・県立病院課で「鹿児島県公立病院改革ガイドライン庁内関係課連絡会
議」を設置し，二次医療圏ごとの医療内容・財政状況等を把握の上，本県の「公立病院に
おける再編・ネットワーク化への取組（案）」を取りまとめ，公立病院を有する自治体に提示
した。その後，関係自治体からの意見を取り入れ，更に連絡会議で取組案について協議・
修正の上で三課により正式に「公立病院における再編・ネットワーク化への取組」を決定し
たところである。
　 県の役割として
○各自治体における「公立病院改革プラン」に基づく公立病院改革が効果的に進められる
よう，地域における医師確保を始めとする適切な医療提供体制の確保や各自治体の財政
の健全化等の観点から，公立病院に対して必要な情報提供を行っていく。
○再編・ネットワーク化に係る協議・検討の場の設置の必要性が生じた際には，関係機関
等との連携を図り，協力を得ながら適切な助言を行っていく。
○公立病院が今後とも地域において担う役割を維持・継続できるように，国による制度改
善が必要な事項，医師確保対策の推進や地方財政措置の充実等について，積極的に国
に要望・提案するなどの対応を行っていく。

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

＜時　期＞
平成２２年度

＜内　容＞
  県立病院事業改革における改革期間の最終年度である平
成２２年度に，外部評価委員会において各県立病院の経営
状況等を踏まえて改革基本方針に沿った病院改革が出来て
いるか点検・評価する。
　その上で，「経済性と公共性」の両立が困難と判断された場
合は，経営形態の見直し等も検討する。

なし

　実施状況の点検・評価については，県立病院事業改革基本方針において，県立５病院全
体の改革目標の達成状況等を評価する外部評価委員会が設置されており，同会議で点
検・評価するとともに，内容等について鹿児島県のホームページで公表する。

毎年８月頃

鹿児島県　県立病院局

各病院による

＜時　期＞
　　－

＜内　容＞
　 現時点では，県立病院の再編・ネットワーク化や経営形態
の見直しについては想定していない。
　 県全体の公立病院に係る再編・ネットワーク化について
は，本県の「公立病院における再編・ネットワーク化への取
組」を踏まえ対応する。

公営企業法財務適用

指定管理者制度

CheckBox2

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

を記入、検

を記入）
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(別紙） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 16,546 16,348 15,983 16,719 17,104 17,194

(1) 13,004 12,945 12,627 13,433 13,834 14,040

(2) 3,542 3,404 3,356 3,286 3,270 3,154

3,374 3,236 3,186 3,111 3,097 2,982

２. 426 393 397 300 295 293

(1) 332 307 237 229 225 222

(2) 26 19 35 8 8 8

(3) 68 67 125 61 61 61

(A) 16,972 16,742 16,380 17,017 17,399 17,486

１. ｂ 16,511 16,271 16,628 16,626 16,729 16,700

(1) ｃ 8,839 8,762 8,736 8,942 9,048 9,014

(2) 3,389 3,270 3,160 3,249 3,259 3,278

(3) 1,955 1,997 2,308 2,164 2,179 2,198

(4) 1,050 980 1,129 1,000 975 942

(5) 1,278 1,262 1,295 1,271 1,267 1,268

２. 548 483 373 353 348 343

(1) 498 458 338 346 341 336

(2) 50 25 35 7 7 7

(B) 17,059 16,754 17,001 16,979 17,077 17,043

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 87 ▲ 13 ▲ 621 38 322 443

１. (D) 16 233 0 0 0 0

２. (E) 0 0 0 0 0 0

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 16 233 0 0 0 0

▲ 71 220 ▲ 621 38 322 443

979 1,200 508 1,038 1,297 1,385

(G) ▲ 13,703 ▲ 13,509 ▲ 14,130 ▲ 14,091 ▲ 13,769 ▲ 13,327

(ｱ) 310,876 271,992 271,991 271,991 271,991 271,991

(ｲ) 169,115 171,785 171,778 171,778 171,778 171,778

　 0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0 0

（※） 0 0 0 0 0 0
(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
(c)
（a）

(H)
ａ

（※）N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。
　　○「N年度　単年度資金不足額」＝（「N年度の不良債務額」－「N－１年度の不良債務額」）
　　・不良債務額が負の数となる場合（不良債務が発生しない場合）においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

94.6

101.9

102.2

0

　　例）「22年度単年度資金不足額▲30百万円」＝（「22年度不良債務額▲20百万円」－「21年度不良債務額10百万円」）

病 床 利 用 率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の
資金不足比率

0.0

地方財政法上の資金不足の割合 ×100

20年度（見込）

0

0

0 0 0 0

0 0 0

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

22年度21年度

医 業 外 収 益

他会計負担金・補助金

国 ( 県 ) 補 助 金

18年度(実績) 19年度（実績）

収
 
 
 
 
 
 
 
 
入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当年度同意等債で未借入
(ｴ)

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

又 は 未 発 行 の 額

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不
 
良
 
債
 
務

流 動 資 産

流 動 負 債

差引
不 良 債 務

(ｵ)
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

単 年 度 資 金 不 足 額

医 業 収 支 比 率

職員給与費対医業収益比率 ×100

地方財政法施行令第19条第１項
により算定した資金の不足額 (H)

×100

経 常 収 支 比 率 ×100

不 良 債 務 比 率 ×100

23年度

0

94.4

0.0

102.6

鹿児島県　県立病院局

0

0.0 0.0

99.5 99.9 96.3

0.0 0.0 0.0 0.0

100.2

100.2 100.5 96.1 100.6

53.4 53.6 54.7 53.5

0 0 0

103.0

52.9 52.4

0.0 0.0

0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

減 価 償 却 前 収 支 e (C)＋(F)＋d

0

89.5 88.1 91.3 93.7

0.0 0.0
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団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 220 1,848 533 292 251 251

２. 686 800 781 781 715 713

３. 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0

５. 0 0 0 0 0 0

６. 11 9 340 736 0 0

７. 0 0 0 0 0 0

(a) 917 2,657 1,654 1,809 966 964

(c) 0 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 917 2,657 1,654 1,809 966 964

１. 363 600 1,143 1,267 417 417

２. 951 2,412 992 985 985 982

３. 354 356 394 428 0 0

４. 0 0 0 0 0 0

(B) 1,668 3,368 2,529 2,682 1,402 1,399

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 751 711 875 871 436 435

228 489 ▲ 366 167 861 950

１. 725 681 817 808 415 414

２. 0 0 0 0 0 0

３. 8 0 0 0 0 0

４. 18 30 57 63 21 21

(D) 751 711 875 871 436 435

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

3,706,998 3,542,131 3,423,275 3,341,238 3,323,745 3,204,284

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

686,220 800,855 782,323 782,027 716,540 714,312

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

4,393,218 4,342,986 4,205,598 4,123,265 4,040,285 3,918,596

（注）
1
2

18年度(実績) 19年度（実績） 21年度 22年度20年度（見込）

うち翌年度へ繰り越される

そ の 他

収 入 計

(b)

(F)

前年度許可債で当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他会計 長期 借入 金返 還金

そ の 他

支 出 計

資 金 収 支 e－（C）

(単位：千円）

そ の 他

計

20年度（見込） 21年度

又 は 未 発 行 の 額
実 質 財 源 不 足 額

補
て
ん
財
源

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。

23年度

23年度

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

0 0 0 0 0

22年度18年度(実績) 19年度（実績）

合　　　計

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。
　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる
繰入金以外の繰入金をいうものであること。

鹿児島県　県立病院局

0 0

収
　
　
　
　
　
　
入

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

企 業 債

他 会 計 出 資 金

支 出 の 財 源 充 当 額

0

0 0 0 0
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(別紙） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 182 53 0 0

(1)

(2) 182 53

182 53

２. 23 23 23 23

(1)

(2)

(3) 23 23 23 23

(A) 205 76 23 23

１. ｂ 292 212 212 212

(1) ｃ 177 177 177 177

(2)

(3) 110 30 30 30

(4)

(5) 5 5 5 5

２. 0 0 0 0

(1)

(2)

(B) 292 212 212 212

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 87 ▲ 135 ▲ 189 ▲ 189

１. (D)

２. (E)

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 0 0 0 0

▲ 87 ▲ 135 ▲ 189 ▲ 189

▲ 87 ▲ 135 ▲ 189 ▲ 189

(G)

(ｱ)

(ｲ)

　

(ｳ)

（※） 0 0 0 0
(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
(c)
（a）

(H)
ａ

（※）N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。
　　○「N年度　単年度資金不足額」＝（「N年度の不良債務額」－「N－１年度の不良債務額」）
　　・不良債務額が負の数となる場合（不良債務が発生しない場合）においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

減 価 償 却 前 収 支 e (C)＋(F)＋d

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

97.0 330.8

36.1

62.3 25.2

0

0.0 0.0

70.2

0.0 0.0

鹿児島県　県立病院局
（県立病院課）

23年度

0

0.0

10.9

地方財政法施行令第19条第１項
により算定した資金の不足額 (H)

×100

経 常 収 支 比 率 ×100

不 良 債 務 比 率 ×100

単 年 度 資 金 不 足 額

医 業 収 支 比 率

職員給与費対医業収益比率 ×100

差引
不 良 債 務

(ｵ)
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

又 は 未 発 行 の 額

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不
 
良
 
債
 
務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当年度同意等債で未借入
(ｴ)

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

収
 
 
 
 
 
 
 
 
入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

22年度21年度

医 業 外 収 益

他会計負担金・補助金

国 ( 県 ) 補 助 金

18年度(実績) 19年度（実績） 20年度（見込）

00

10.9

0.0

　　例）「22年度単年度資金不足額▲30百万円」＝（「22年度不良債務額▲20百万円」－「21年度不良債務額10百万円」）

病 床 利 用 率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の
資金不足比率

0.0

地方財政法上の資金不足の割合 ×100
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団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１.

２. 39 29

３.

４.

５.

６.

７.

(a) 39 29 0 0

(c)

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 39 29 0 0

１. 40 58 2 2

２.

３.

４.

(B) 40 58 2 2

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 1 29 2 2

▲ 88 ▲ 164 ▲ 191 ▲ 191

１. ▲ 1 26 2 2

２.

３.

４. 2 3 0 0

(D) 1 29 2 2

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

181,889 53,000 0 0

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

39,000 29,000 0 0

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

0 0 220,889 82,000 0 0

（注）
1
2

収
　
　
　
　
　
　
入

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

企 業 債

他 会 計 出 資 金

支 出 の 財 源 充 当 額

鹿児島県　県立病院局
（県立病院課）

22年度18年度(実績) 19年度（実績）

合　　　計

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。
　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる
繰入金以外の繰入金をいうものであること。

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

23年度

(単位：千円）

そ の 他

計

20年度（見込） 21年度

又 は 未 発 行 の 額
実 質 財 源 不 足 額

補
て
ん
財
源

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。

23年度

(F)

前年度許可債で当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他会計 長期 借入 金返 還金

そ の 他

支 出 計

資 金 収 支 e－（C）

うち翌年度へ繰り越される

そ の 他

収 入 計

(b)

18年度(実績) 19年度（実績） 21年度 22年度20年度（見込）
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